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会議の顛末

一般質問（３月１９日）

議長（川上守）

皆さんおはようございます。

ただいまの出席議員数は８名です。

定足数に達していますので、これより本日

の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

一般質問を行います。順次質問を許します。

３番、森田二郎議員。

議員（森田二郎）

おはようございます。３番森田です。今回

の一般質問は、関係人口の増加に関する質問

とさせていただきます。まず、質問に先立っ

て訂正とお詫びを申し上げます。通告書の質

問（２）の八頭郡活性化戦力会議としてあり

ますが、これは八頭郡活性化戦略会議の間違

いです。訂正してお詫び申し上げます。すみ

ませんでした。

それでは１番目の質問に移らせていただき

ます。今、日本の中で関係人口についていろ

いろ調査がなされたりとか、取組がなされて

います。国もそうです。総務省は平成２８年

度、２９年度に改正されたこれからの移住・

交流施策のあり方に関する検討会における検

討結果を受けて、関係人口に着目をしてきて

います。平成３０年には関係人口創出事業の

モデル、そしてスケジュール、主な取組、そ

して課題や国に対する要望をまとめて全国の

モデル地区の実践中間報告から成果や課題を

整理して発信しています。

また、国土交通省は令和３年度に関係人口

の実態把握を行って、その中で関係人口と移

住の関係を分析しています。加えて令和７年

５月に関係人口に関する国土交通省の取組に

ついて発表しています。

そんな中、この３月４日の日本海新聞に鳥

取県が関係人口拡大に本腰を入れるという記

事が載りました。「若者版ふるさと来ＬＯＶＥ

（クラブ）とっとり」を新設して、鳥取に関

心のある若者との関係づくりを強化するとし

ています。具体的には「２地域居住」の推進

交付金創設、市町村が県外者の相談に応じた

り、体験プログラムを作る経費を補助したり

といったものです。県内町村では江府町が農

業を核とした２地域居住促進、そして南部町

が移住定住促進を加速させるといった記事も

載っています。

町長は広報わかさ３月号の就任あいさつに

おいて、関係人口の増加について触れておら

れますが、人口減少問題に取り組む上で関係

人口の役割や位置づけと、移住定住人口につ

なげていくための働きかけについて所見を伺

います。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

森田二郎議員の一般質問にお答えをいたし

ます。

人口減少問題に取り組む上で、関係人口の

役割や位置づけと移住定住人口につなげてい

くための働きかけについての所見を伺うとい

うお尋ねでございます。

人口減少問題に取り組む上で、関係人口の

役割や位置づけと、移住定住人口に繋げてい

くための働きかけについての所見を伺うとの

お尋ねです。

まず、「関係人口の役割や位置づけ」という

ことですが、就任あいさつでも述べたとおり、

今後の人口は減っていくものという前提に立

ち、人口減少にしっかり適応して、持続的な

地域社会の機能を維持していくためにも、外

のチカラ、つまり関係人口の力をお借りして、



ともにまちづくりを進めていくことが大切で

あると考えています。

関係人口は、交流人口以上定住未満と言わ

れるように、町との関わり方は多様で濃淡が

あります。以前の一般質問の際にもお答えし

ましたが、私なりに三つに分類しますと、ま

ず一つ目は観光やイベントで訪問されたり、

リピーターとなっている「若桜のファンの

方々」、二つ目は、若桜町出身者や町内で勤務

や居住経験のある「若桜町にルーツや関わり

がある方々」、三つ目は、「若桜町に貢献して

いただいている方々」で、ふるさと納税を毎

年してくださる皆様、若桜町のまちづくりに

ノウハウ提供いただいたり、農作業などを一

緒に手伝ってくださる方々や民間企業であり

ます。

このような方々は、町との関係性において

既にアドバンテージをお持ちなので、効果的

に働き掛けることで、町の強力な応援団とな

っていただけるのではないかと期待するもの

です。しかしながら、一体どれくらいの関係

人口がいるのかという実態がわからないのが

現状でもあります。

こうした中、石破前政権において、地方創

生２．０の取り組みの中で、２地域居住の考

え方をベースとした、ふるさと住民登録制度

を全国で展開する方針が示され、現在制度設

計の検討が進められています。具体的に申し

ますと、国でプラットフォームとなるアプリ

を開発し、希望する自治体がエントリーし、

町の紹介サイトに活動に役立つ様々な情報を

掲載し発信していきます。こうした情報も参

考に、誰もが応援したい自治体をいくつでも

登録できる、これはベーシック登録と言われ

ておりますけれども、登録された方々は特産

品の購入やふるさと納税、観光リピーターな

どで地域経済の活性化に貢献していただける

ということになるかと思います。

さらに、自治体が指定する担い手活動を継

続的に実施することを内容として、１人３団

体を上限として登録をする、これをプレミア

ム登録と言われておりますけれども、そうい

ったこともできるということで、この場合年

間３回担い手活動を実施するなどの要件をク

リアされれば、自治体から交通費や滞在時の

特典など活動のサポートが受けられ、国も財

政措置で支援するといったような仕組みが検

討されています。これによって、関係人口の

規模や地域との関係性が可視化され、地域の

担い手確保や活性化につなげることができる

ものと考えます。

国では、今年中にアプリを完成させ、運用

開始するとされ、現在モデル事業の実施を準

備されています。この実証事業に、現在、鳥

取県が県下の市町村とともに広域的に実施す

る方向で手を挙げており、本町といたしまし

ても是非、県とともにモデル事業の段階から

取り組みたいと考えているところです。

こうした関係人口の中から、その活動を通

して移住に結びつくケースが出ることを期待

しますが、まずは国の新しい制度を活用しな

がら、関係人口を増やしていきたいと考えて

おります。以上でございます。

議長（川上守）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

丁寧な説明ありがとうございました。国の

サイトの方に、例えば登録をするという時に、

こちらがいかに具体的なイメージを示せるか

というのが大切になってくると思います。

町長が言われますように、応援団っていう

言葉が出ていましたが、何を応援できるのか、

それで自分は何を応援したいのかという辺り

のマッチングができるといいなと思っていま

す。

それと私、この質問するにあたり色んな省

庁の方を調べてみたら、国土交通省が昨年の

５月に出しているデータの中で面白いものが



ありました。先ほど言いました若桜に来てい

ただける、いわゆる訪問型の関係人口に対し

ての調査なのですけれども、三大都市の東京、

名古屋、大阪から関係人口として他地域と関

わりを深めるのに必要な要素みたいなものを

アンケートでまとめておられました。

それで、３つぐらいあって、どんなものか

というと、楽しいし、リフレッシュができる。

色々な人との出会いやつながりがあって共感

を得ることができる。地域のよい変化が感じ

られる。そういった３つぐらいが挙げてあり

まして、やっぱりそのベースになっているの

は、関係人口に申し出られる皆さんとしては、

地域の人とのコミュニケーションを深めたい、

それから地域のためになることにチャレンジ

したいという気持ちがあるんじゃないかと思

います。

つまり、地域としては、地域と人とのつな

がりを深めることができる場の確立というか、

確保が必要になってくると思います。それは

役割もそうですが、実は総務省も言っている

のですけれども、じゃあ、地域がそういうも

のにどういう効果を求めるのか、いわゆる効

果が期待できるのかっていうのを整理してお

いたほうがいいと言っておられました。一番

目についたのは、やはり若桜が関係人口を受

け入れる気持ちの土壌みたいなのがあるか、

受けて入れていいですよっていうことがベー

スになるかと思っています。

そのためには、やはり町長さんが言われる、

こういったふうに関係人口の増加を進めてい

くんだぞっていうアピールがやはり町の中に

浸透していくことが大事かと考えていますが、

この辺の２つ、応援団として何を応援しても

らうのかという具体性と、それから町の受入

れ体制、気持ちの面やハード面もありますが、

そういったことをこれからどうやっていくの

か、もし今お考えがあればちょっと伺いたい

と思います。よろしくお願いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

先ほど国交省のデータ、昨年発表されまし

た報告をご紹介いただきましたけれども、や

はり関係人口として来られる方と、あと地元

で受け入れる側がウィンウィンの関係といい

ますか、そういう形にならないとなかなか進

んでいかない、進化していかないというふう

に思っておりまして、両方大切なことであろ

うと思っております。

特に、何を応援してもらうのかということ

につきましては、若桜町内色んなところで人

材が不足しておると。農業もそうです、林業

もそうですし、そういった人が足りない、担

い手が足りない、そういった担い手活動とい

うものを都会から来られる方々に手伝ってい

ただきたいということで、データはたくさん

あると思いますので、そういったものをしっ

かり洗い出しをしていきたいと思います。

それとあわせて、受皿の話もございました

けれども、やっぱり地元の方々との触れ合い

を求めて来られたり、そこで地域がどう変わ

るかっていうところも確認をできるようなこ

とを求めて来られるわけですから、町民の皆

様にもそういう機運の醸成といいますか、受

入れの気持ちを持っていただいて、一緒に作

業していただくとか、担い手活動を一緒にや

っていただくような土壌を作っていかなきゃ

いけないと思っております。

これを来年度からモデル事業という形で採

択をされるか、県と一緒になりながら若桜町

としてどういうやり方ができるのかというこ

とを検討していきたいと思っております。

議長（川上守）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）



はい。関係人口増加に対する取組、ぜひ頑

張っていただきたいし、応援していきたいな

と思っています。

それで、私期待しているところがあって、

実は総務省もそのアウトカム、発言効果とし

て上げているものがあって、交流していくう

ちに質が向上していく、それで、何が向上す

るかというと、地域のキーパーソンとの会話

や課題学習が進むこと、そして共同作業の中

で地域資源の活用が見えてきたりとか、それ

から協力者や担い手がぐっと発掘されていく、

つまり活躍人口が増えていくっていうのを地

域の中で期待していて、本当に人口は減少し

ていくけれども、活躍する人口は増えてくる、

そういうことを今は期待しています。

それで、そのために先ほど言いました、こ

ういう町にしていきたいんだよとしっかりア

ピールしていただいて、プライドといいます

か、地域の魅力や資源を再発見していく意欲

を盛り上げていただけたらなと思っています。

これ、第１１次の総合計画の中にも多分盛

り込まれてくるような、長期的に取り組んで

いくべきことだと思うのですが、そういった

予定はございますか。お願いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。今の第１０次の総合計画が来年度い

っぱいで終わりますので、来年度はその策定

作業に入るということになりますけれども、

当然その中でもこの関係人口というのは１つ

の柱になってくると思っておりますので、そ

の中でもしっかりと盛り込めるように検討を

進めていきたいと思っております。

議長（川上守）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

はい。町長、お願いします。非常にこれか

ら長い道のりになると思います。なかなか急

に関係人口が増えていくっていうのは期待で

きないかもしれません。関係人口って日本だ

けがやっているのかと思ったら、何か見てみ

るとドイツなんかもやっています。

国が出している『地方財務』っていう雑誌

だったと思うのですけれども、それにドイツ

の面白い戦略が載っていて、ただ優遇するの

ではなくて、何ユーロって書いてあったけれ

ど、忘れましたけれども、大体１万３千円か

ら１万８千円出資していただいて、それにお

返しするのが、プラス郷土カードっていうも

のを送っていて、何かふるさと納税みたいな

のですけれども、それは何に使えるかってい

うと、その地域でスキーし放題とか、美術館

入り放題とかっていう特典を入れたカードを

出されるんだそうです。

そうするとカードをもらっただけじゃだめ

だから、その地域に来られるということを仕

掛けていくというんだそうです。うちもふる

さと納税をしておられて、そういったアクテ

ィビティを楽しめるようなもの、うちだとス

キーだからシーズン券かなとか、「おにっこＰ

ａｙ」かなとか考えてみたのですが、そうい

った、ただただサービスするんじゃなくて、

こちらに来ていただいて、そして貢献できる

チャンスを何か差し上げるというような、そ

して来ていただいたらまた触れ合いが強まる、

そういうことで関係人口を少しずつ増やして

いくという手があるんだなと思って見させて

いただきました。

長い取組になってくると思いますが、どん

どん進めていただくようお願いしたいと思い

ます。これからの関係人口の増加の取組、そ

れから移住定住施策に期待しながら、１番目

の質問を終わりたいと思います。

次に、２番目の質問に移ります。移住に関

する、例えば、私『いいいじゅー！！』とい



う番組が大好きなのですけれども、そういう

移住に関する番組に必ず取り上げているのが、

その地域には必ずと言っていいほど移住者を

サポートしてくれる地域の人の存在がありま

す。地域や地域の人と移住者をつなぐキーパ

ーソンと言っていいと思います。

本町にも地域によってはそういう方がおら

れますけれども、その方たちの活動への助言

とか、支援をする体制整備はなかなかできて

いないんじゃないかと思っています。移住し

たり、移住後の生活に展望を持つためには、

これ必要なことだなと思っています。いわゆ

る、移住者へのサポーターやその後を支える

社会体制づくりが必要かと考えます。

これも新聞で見たのですけれど、「八頭郡活

性化戦略会議」の若手職員研修事業報告には、

関係人口に必要な取組として、「既に移住して

いる人による移住支援と、決め手になるのは

アドバイザーや地元の人の存在で、その活動

をサポートする制度を設けることが必要であ

る」ということが示されています。移住者が

地域とつながりを形成するための支援や定住

に向けて相談できる町や地域の体制について、

これまで進めてこられたのですけれども、こ

の４年間の取組の成果と課題を含めて、今後

の取組を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

重ねてのご質問にお答えをいたします。移

住者が地域とのつながりを形成するための支

援や定住に向けて相談できる町や地域の体制

について、この４年間の取組の成果と課題も

含めて今後の取組を伺うというご質問でござ

います。

まず、冒頭に説明のございました「八頭郡

活性化戦略会議」は、鳥取県の八頭事務所が

主体で、八頭郡３町と一緒に取り組んでいる

ものでございまして、県と各自治体から若手

職員２名ずつ計８名を選出し、企画力・政策

形成能力等の育成研修を行っております。

今年度は、「関係人口の創出」をテーマに１

年間の活動を行い、今年２月に行われた報告

会で、参加者から「移住の決め手となるのは

人、つまりアドバイザーや地元の人である」

という感想が報告されたと聞いております。

さて、議員お尋ねの、移住者が地域とのつ

ながりを形成するための支援や、定住に向け

て相談できる体制、つまり定着支援といった

意味合いでのお尋ねだと思います。

本町の定着支援の制度としては、移住者受

け入れ促進奨励金交付事業や住宅支援補助金

などのほか、移住定住・交流センターでも窓

口を設置して相談支援に対応しております。

結果、移住で来られた方が地元でどれだけ

定着されているかを示す定着率で見てみます

と、令和７年度時点において、令和２年から

令和６年度の５年間に、移住定住・交流セン

ター経由で移住定住に至った世帯の状況は、

３６世帯が移住され、２９世帯が引き続き残

っておられ、定着率 80％となりますので、一

定の成果は見られると考えているところでご

ざいます。

議長（川上守）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

センターの主導でやっておられる取組、そ

れから住宅の支援であるとか、交付金である

とかっていうことについては、伺ったとおり

だと思います。

ここでやはり少し考えていただきたいのは、

例えば地域で生きる時に地域の人とのつなが

りをどうつくっていくのか、全く知らない地

域に来て、そこのしきたりであるとか、人と

の関係を築いていくって非常に難しいところ

がありますし、得手不得手もあると思います。



そういう人たちに手を差し伸べてくれるサ

ポーターはなかなかいなくて、何人か知って

いるのですけれど、非常に頭の下がる思いで

見ています。そう言いながら、自分もなかな

かできずにいるのですけれども、そういった

方は何を求めているのか。それでサポートす

るために何が必要と考えておられるのか。移

住者はどう考えているのかというのも必要な

のですけれど、そういったところの聞き取り

といいますか、そういったものについてはこ

れからなされないのかなと。

確かに、町全体の取組はあっても、各地域

では、例えば自治会長さんが代わればまた変

わってくるというようなこともありますし、

なかなか行ったところでの住民との関わりみ

たいなものがうまくいかないで出ていかれる

こともあると思いますので、その辺のサポー

トができる人を求めていくっていうのは、町

としては、これからされないのか、まだやら

ないのか、そこら辺をちょっと教えてくださ

い。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

今おっしゃった地域の方々と移住で入られ

た方々とのつながりといいますか、そこをサ

ポートするということでございまして、入ら

れてからの定着に向けたサポートということ

であろうと思うのですけれども、そのために

移住定住交流センターに地元の相談員を置い

ておるわけでございまして、そこがおっしゃ

るように、その地域との色んなニーズの拾い

上げとかが十分できてないということであれ

ば、そこは改善をしていかなきゃいけないの

かなと感じております。

今の体制が万全と考えているわけではござ

いませんけれど、そういったことで足りない

ことがあればおっしゃっていただいて、検証

して改善に結びつけていければいいのではな

いかと思っております。

議長（川上守）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

はい。ぜひ、検討していただきたいなと思

っています。次の質問とも関わりますので、

３番目の質問に移らせていただきます。

関係人口の増加にも移住者に対しても、移

住経験者の声や情報は不可欠です。都市圏で

開催される移住相談会では、移住し定住され

た方が、移住者目線で捉えた町の良さや課題

を示して、相談に乗る体制が取られています。

そして、本町はこの取組が遅れていて、町の

長所や強みを十分伝えきれていないのではな

いかと考えます。

実際その現場にも行ってみましたが、やは

り少し、移住希望者が若桜のブースで相談さ

れる時間はそう多くないなと見ています。ま

ず移住者の声を把握して、移住相談会やＳＮ

Ｓを活用した移住者目線による、より積極的

で立体的な内容のＰＲができる人的配置の必

要性を感じます。所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。重ねてのご質問にお答えをいたしま

す。移住者の声を把握して、移住相談会やＳ

ＮＳを活用した移住者目線による、より積極

的で立体的な内容のＰＲができる人材配置の

必要性を感じるが、所見を伺うというご質問

でございます。

移住したいと考えている方が、移住先を決

める上で、実際に移住した先輩移住者の体験

や声というのは、移住後の生活を具体的にイ

メージすることができ、大きな影響力がある



と考えています。

一昨年度から、都市部で開催される移住相

談会、移住フェアで本町のブースにアプロー

チされた移住検討者等を対象として、希望者

に移住体験オーダーメイドツアーを実施して

います。これは、移住検討者が町内で訪問し

てみたい、あるいは話を聞いてみたい場所や

事業所などを日程の中に盛り込んで行う一泊

二日の体験ツアーでございます。

初日の夜には先輩移住者を何組か招いて吉

川の寄来屋で交流会を行い、ＹＹＣの皆さん

の手厚いおもてなしとともに、若桜での暮ら

しや町の支援制度などについて、先輩移住者

と本音で語り合える場となっています。私も

毎年参加して、若桜の良さをＰＲしていると

ころです。これまで３年間で７組１１名が参

加、今年度分を除くと、４組７人中、３組５

人が実際に移住されており、非常に高い成果

が得られています。

これは、相談会の本町ブースに来られた方

を対象に声かけをしたツアーですが、森田議

員のご質問は、相談会の場に移住経験者を同

行して移住者目線で町の良さや強みを充分に

伝えるべきではないかというものだと思いま

す。

我々も、移住経験者の声や情報が大切であ

ることは、移住体験オーダーメイドツアーの

実施で、経験上よく理解しているつもりでご

ざいます。現に相談会の場にも、毎回ではあ

りませんが、若桜町への移住者で県のとっと

り暮しアドバイザーに委嘱されている方に同

席してもらうこともあります。また、最近は、

地域おこし協力隊を希望される方がブースに

来られるケースも増えており、町が募集をか

けている場合は、協力隊ＯＢに同席してもら

うことが効果的な場合もあると思います。

いずれにしても、相談会は移住検討者と対

面式で直接その希望をお聞きし、若桜町の良

さや強みを伝える絶好の機会でございます。

相談ブースに多くの方々に来ていただき、若

桜に移住してみたいと思う方を増やすことが、

移住者の増加に結び付くと思いますので、今

のやり方で足りないところがあれば、しっか

りと検証して、より効果が上がる相談体制の

組み方なり、情報発信のし方などを検討して

みたいと考えるところです。以上です。

議長（川上守）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

はい。実は近くの町でいきますと、智頭町

がもう取り組んでいて、ちょうど若桜のブー

スの隣に智頭町のブースがあったりすると、

ずっとそちらで相談をされていて、移住希望

者がそこに並んで待っておられるというパタ

ーンが見えたりすることがあって、ちょっと

悔しいなと思う気持ちがあったものですから、

ぜひ、若桜も非常に資源はたくさんあるし、

宣伝していきたいし、それから住んでみてど

うだったっていうことを伝えてもらいたいと

思っています。ぜひ、ご検討をお願いします。

それで、行かなくても若桜に移住して来ら

れた方で、若桜を本当にいいところだって宣

伝してくださっている、メディアを使って、

ＦＭラジオを使って宣伝してくださってる方

もおられまして、移住された方が本当にいい

ところだなと感じておられるものを、生の声

で伝えるというのはとっても大事なことだと

思っていますので、ぜひ機会を持っていただ

けたらありがたいです。

ちなみに、今度の移住フェアは６月、７月、

１１月に東京、大阪で開かれますので、もし

可能でありましたら担当者の皆さんも行って

いただくとありがたいなと思っております。

非常に大阪の会場は規模が大きくて、ブース

に人がたくさん詰めていて、そこで対応して

いく体制を取っています。

ちょっと移住者とは関係ないですが、若桜

のポスターが異様に小さかったのが残念でし



た。もうみんな畳一畳分ぐらいのポスターを

持って来て、そのブースの後ろに貼っている

ので、若桜が何か非常に寂しかったのが印象

に残りました。付け加えてお願いしておきま

す。

今日は関係人口の増加について、色んな取

組をまたお願いしてまいりました。これから

総合計画に取り組まれるものも入っておりま

すので、ぜひ前に進めていただいて、人口減

少問題をまた取り組んでいただけたら、また

議員としても協力をさせていただきたいと考

えています。

以上で私の質問を終わります。

議長（川上守）

続いて一般質問を許します。２番、森本浩

史議員。

議員（森本浩史）

はい。２番森本浩史です。質問の前に、一

言発言許可を求めます。議長、許可願えます

でしょうか。

議長（川上守）

許可します。

議員（森本浩史）

ありがとうございます。初めての一般質問

でありますので、的外れな質問をするかもし

れませんが、日々努力を重ねてまいりますの

で、皆様、ご容赦を願います。また、町長に

おかれましては、昨年、若桜町遺族会出版の

平和記念文集『余白の響き』に多大なご支援

を賜りましたこと、改めてこの場を借りてお

礼を申し上げます。

それでは質問に移ります。まず、今回の若

桜町における厳寒期での選挙についてです。

今回の若桜町における選挙は、国政選挙と重

なる異例の選挙の上、この冬一番の寒波が重

なり、鳥取県に顕著な大雪に関する情報が発

表される最悪の事態になりました。県は投票

所周辺の道路の除雪重点実施や県道除雪の出

勤基準を緩和する考えを示し、国や市町村と

連携して、万全の体制を依頼する異例の事態

となりました。

若桜町の投票所の１つである若桜学園では、

学園前道路は融雪装置が作動していましたが、

学園内の駐車場は膝丈ぐらいの積雪で、車で

乗り入れることができず、投票所に向かう有

権者が学園門入り口から１本の道の列となっ

て、歩いて校舎に向かっている状況でござい

ました。

そこで２月８日の選挙で有権者の投票行動

の安全確保のために取られた事前対応策、ま

た、実際の除雪について、大雪への対応につ

いてどのような対応をされたのか伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

森本浩史議員の一般質問にお答えをいたし

ます。

２月８日の大雪の中での選挙におきまして、

有権者の投票行動の安全確保のための事前対

応策、また、投票日当日の実際の除雪につい

て伺うというご質問でございます。

今回、選挙の当日に大雪が降るということ

があらかじめ予想されておりましたので、数

日前から鳥取県や気象台等関係機関によりま

す大雪に関する情報連絡会議などの場で、町

としても積極的に気象情報の収集を行いまし

た。

町の選挙管理委員会では、こうした気象情

報を基に期日前投票の積極的な利用を防災無

線で呼びかけられました。その結果、このた

びの衆議院議員選挙の期日前投票では、投票

者数が１，０３３人、投票率が 43.79％、ち

なみにその前の令和６年１０月２７日執行の

衆議院選挙では、投票者数が６７３人、投票



率は 27.17％でございましたので、期日前投

票を利用された方が大幅に増加いたしました。

全体の投票率は両選挙ともに 72％弱でござ

いましたので、悪天候を避けて、期日前投票

をされた方が多かったものと推測をしており

ます。

次に投票日当日の除雪についてですが、当

日は朝から終日降雪がありましたので、各投

票所周りにつきましては、選挙の事務従事者

が駐車場及び玄関等の除雪を行って投票に来

られた方々の安全確保に努められたと伺って

おります。

また、道路除雪につきましては、例年、高

校・大学受験など大きな行事がある場合は、

除雪対応が遅れないよう県と連携を取って除

雪作業を行っているところでございますが、

このたびの選挙におきましても、県と連携を

取りながら、各除雪オペレーターに対して選

挙の投票に支障がないよう、道路及び投票所

の駐車場の除雪を行うよう要請を行い、当日

は午前４時頃から午後１０時頃まで除雪作業

を行っていただいたところでございます。以

上です。

議長（川上守）

森本浩史議員。

議員（森本浩史）

町長が先ほど県と、関係機関と連携して、

除雪並びに対応にあたられたということで、

朝４時から午後１０時まで、大変なご苦労だ

ったのではないかと思います。

そして期日前投票に関してですが、先ほど

町長も述べられましたように、県選挙管理委

員会は各市町村の選管に防災無線を通じ、期

日前投票を呼びかける要請をし、若桜町役場

に設置された期日前投票所も多分に漏れず、

長蛇の列が発生いたしました。中には階段、

玄関まで続く状況でございましたが、このよ

うな状況は想定されておりましたでしょうか。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。この点につきましては、選挙の管理

執行を行う選挙管理委員会の事務局長の方か

ら答弁をいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。山口総務課長。

総務課長兼選挙管理委員会事務局書記長（山

口由企夫）

選挙管理委員会事務局書記長の山口でござ

います。

期日前投票につきましては、先ほど町長答

弁のとおり、積極的に活用するように町民の

方へお願いをしたところでございます。その

結果、議員もご存じのとおり、長蛇の列とい

うことで、そこまでの長蛇の列は想定をして

おりません。ある程度の方は来られるかなと

いう想定をしておりましたけれども、２階フ

ロア全域にお集まりになるようなことは、想

定はしてはいませんでした。以上です。

議長（川上守）

森本浩史議員。

議員（森本浩史）

総合的に今回の大雪による選挙対応、皆さ

んで頑張られて、職員の皆さんも夜遅くまで

というか、翌日まで大変なご苦労をされたこ

とと思います。町長自身、今回、納得のいく

対応ができたとお考えでしょうか。町長の所

見をお伺いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。



町長（上川元張）

納得がいく対応というのは具体的には何に

対してでしょうか。

議長（川上守）

森本浩史議員。

議員（森本浩史）

失礼しました。ほぼ想定内の範囲で選挙が

終わったと思われているということでしょう

か。

議長（川上守）

選管に対してということになるので、町長

に対しての質問に戻してください。

議員（森本浩史）

はい。わかりました。失礼しました。では、

質問を変えます。

悪天候の状況下での選挙は、高齢化が進み、

雪害の影響を受けやすい若桜町有権者への影

響が大きいと認識したところです。そこで、

今後の安全で公平な投票機会の確保について、

他町では期日前投票所の見直しや期日前投票

所の増設、移動行政車やオンライン等のデジ

タル技術の活用が検討実施なされていますが、

今後の若桜町の多様な投票参加形態について、

所信表明で表明された今後導入されるコネク

テッドカー、マルチタスクカーとも言われて

いますが、これの期日前投票への活用を含め、

高齢化の進む若桜町の降雪、極寒期における

安全で公平な選挙機会の確保をどのようにお

考えかお伺いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。重ねてのご質問にお答えをいたしま

す。高齢化の進む若桜町において、厳寒期に

おける安全で公平な投票の機会の確保につい

て、コネクテッドカーの活用を含め、将来的

にどのような対応を考えているのかとのご質

問でございます。

現行の町長、町議会議員一般選挙の日程に

つきましては、平成６年１月に当時の竹本憲

治町長が現職でお亡くなりになって以来、公

職選挙法に基づいて２月上旬に執行されてい

るものでございます。

この時期は、一年で最も寒く、積雪や降雪

があって外出しにくい時期でございます。有

権者は投票所に足を運びにくく、候補者は選

挙運動がしづらく有権者に政策を届けにくい

という弊害がありますし、選挙を管理執行す

る選挙管理委員会にとりましても、ポスター

掲示場の設置管理が積雪によって困難となっ

たり、雪道での投票箱の送致にリスクを伴う

など様々に懸念事項があります。

有権者、とりわけ特に高齢者の安全確保や

投票機会の確保という観点は大切であり、こ

の度導入したコネクテッドカー、マルチタス

ク車両とも言いますが、これを活用した移動

期日前投票の実施ということが対策の一つと

して考えられます。

これについては令和７年６月定例会のご質

問で中尾理明議員にお答えしたとおり、投票

管理者及び投票立会人の確保や事務従事者の

配置などの課題はございますが、投票しやす

い環境づくりにつながるものです。

他にも巡回バス等による投票所への送迎な

どの取組は、他の市町村でも導入されている

ところです。選挙管理委員会でご議論いただ

き、実施するということになれば、町として

協力できる部分については全面的に支援をし

たいと考えております。

また、この厳冬期の選挙につきましては、

以前から有権者や町会議員の皆様からも何と

か「気候のいい時期に変更できないか」とい

う声をお聞きするところです。現行の地方自

治法や公職選挙法の下では、選挙時期を町の



判断で変更することは簡単ではございません

が、昨年１１月から全国知事会の「地方自治・

民主主義の確立に向けた研究会」が立ち上が

っておりまして、選挙制度の在り方について

議論がなされています。平井知事もメンバー

の一人でありますし、大変強い問題意識をお

持ちです。この研究会の中で、厳寒期や酷暑

期の選挙を避け、投票率の向上を図る観点か

ら、地方選挙の再統一も論点の一つとして議

論されています。再統一ということになれば、

特例法により春や秋での実施も可能になりま

す。

私も先月、平井知事に二期目就任のご挨拶

に伺った際に、この度の選挙、とりわけ冬場

の選挙の厳しい実情をお話しし、地方選挙の

再統一について研究会で議論して、国に働き

かけていただくよう要望したところでござい

ます。

すぐに制度改正に結びつくものではないか

もしれませんが、声を上げて、共感の輪を広

げていくことが大切であろうと考えていると

ころでございます。

議長（川上守）

森本浩史議員。

議員（森本浩史）

今回の顕著な大雪に関する情報とは、夏で

言えば土砂災害特別警報に該当する事態であ

ったと思います。つまり、不要不急の外出を

控える状況下での選挙であったにもかかわら

ず、若桜町議員選挙の投票率は前回、前々回

の議員選挙と引けを取らない 76.1％でした。

同日ではございませんので、単純比較はでき

ませんが、境港市の 51.08％、琴浦町選の

62.59％、いずれも新聞報道時ではありますが、

他市町村投票率と比較しますと、改めて若桜

町の有権者の選挙参加意識がいかに高かった

かがうかがえる数字でなかったかと思います。

選挙への参加は民主主義の基本です。若桜

町の有権者の高い投票意欲に応える方策をデ

ジタル技術など活用しながら、安全で公平な

投票機会の確保をしていかなければならない

という思いは町長と共有しているところでご

ざいます。

次の質問に移ります。雪のある若桜町の生

活はスキー場や観光客のＳＮＳ発信などとい

う観光資源としての面がある一方、地域住民

の安全な生活を確保するという面もございま

す。雪に関する政策は若桜町移住定住の基本

であると考えます。生活の基本である車道除

雪に関しまして、町内除雪作業関係者の皆様

の深夜、早朝の雪かき作業に感謝いたすとこ

ろでございます。

近年の降雪具合は日によって異なり、予想

のつかない不規則な降り方をします。若桜町

でも短日に積雪が急増する日もあれば、そん

なに継続して降らない日もあります。そこで

質問します。

昨年１１月２６日に開催された令和７年度

自治会・区長会の「除雪対策協議会」報告書

に示された厳寒概要の除雪作業基準では、詳

しく申しますと国の基準は５ｃｍ以上の雪を

残さないこと、県の基準は車道上の積雪深が

５から１０ｃｍとあり、若桜町の除雪基準も

同様の５ｃｍから１０ｃｍの記述であります。

これは近年の若桜町の積雪実態を反映した対

応とお考えでしょうか、町長のお考えを伺い

ます。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

重ねてのご質問にお答えをいたします。「除

雪対策協議会」で示された除雪作業基準は車

道上の積雪深が５から１０ｃｍとあり、県、

若桜町の基準も同様の基準であるが、若桜町

の積雪実態に対応できているのか、とのご質

問です。



除雪作業基準というのは、除雪車が出動す

る目安となる積雪深を示すものであり、議員

ご指摘のとおり、本町では県の基準に合わせ

て「車道上の積雪深が５～１０ｃｍ程度と見

込まれる場合」と定めています。

この県の基準は、県道の除雪作業の基準と

して県下統一的に運用されているものです。

本町においては、令和２年度までは県の基準

とは異なり、「新雪１５ｃｍ以上あるとき及び

連続降雪が１０ｃｍ以上になると予想される

とき」と定めていましたが、交通安全と住民

のニーズ等に対応するため、令和３年度から

県の基準に合わせて出動基準を強化したもの

でございます。

この基準が若桜町の積雪実態に対応できて

いるのかというご質問でございますけれども、

この基準そのものは除雪車の出動を判断する

ための積雪深の目安を示すものでございまし

て、５から１０ｃｍの積雪があれば出動する

ということ自体は、県下どこであっても交通

安全の確保という観点では合理性があるので

はないかというふうに考えております。

議員が問題意識をお持ちなのは、先ほども

ございましたけれど、恐らく若桜町の雪の降

り方がほかの地域に比べると激しいといいま

すか、尋常でないことがあるということから

出動した後について除雪が対応し切れている

のかという、そういう趣旨ではないかという

ふうに拝察をいたします。

そうであれば、作業の体制なり、あるいは

運用の問題ではないかというふうに思います

ので、現状を少しご説明させていただきます

と、現在、本町では町道の除雪につきまして

は町内の３事業所に委託をしておりまして、

４台の除雪車を使って６３路線、総延長約２

５キロの道路除雪と１５か所の駐車場の除雪、

これを行っております。

除雪作業を行う際には各除雪車の合計４名

のオペレーターが降雪の情報を事前に確認し

て情報を共有し、早い時には午前２時過ぎに

は除雪作業に従事しております。また、除雪

が遅れそうな場所がある時は、オペレーター

同志が連絡を取り合ってサポートを依頼する

など連携を図りながら除雪作業をされたり、

さらに、降雪量が多いときは１日複数回除雪

をするなど、住民が安心安全に暮らせるよう、

日々除雪作業に従事されていると伺っておる

ところでございます。

色々とご意見はあるのかもしれませんけれ

ども、各事業所におきましてオペレーターの

確保に苦慮されている中で、ぎりぎりの体制

を組んできめの細かい対応をしていただいて

いると我々は考えているところでございます。

議長（川上守）

森本浩史議員。

議員（森本浩史）

わかりやすい答弁ありがとうございます。

こう質問したのは、運転者からすればありが

たい話なのですが、若桜の中の限られたオペ

レーターに負担が行くのではないかと、そう

いう観点があったから質問いたしました。

次いて質問します。同じく若桜除雪計画の

作業基準の２番目には、除雪時間は原則とし

て午前５時から午後５時まで、ただし、降雪

の状況により午前３時から出勤する場合もあ

るとあります。この５時から５時とされてい

る理由についてお伺いできますでしょうか。

議長（川上守）

通告にないので答えられません。質問を変

えてください。森本議員、この（２）に移っ

ているんだから、（２）の質問をすればいいじ

ゃないですか。

議員（森本浩史）

そうしましたら、歩道除雪に関して質問い

たします。雪国若桜町において積雪における

生活動線の安全確保は観光客、移住者、そし



て今まで若桜町で暮らしてきた定住者にとっ

ても基礎・基本の重要課題の１つであると考

えます。

しかし、若桜町除雪計画では機械除雪対象

外の道路については関係集落の尽力、または

小型除雪機による除雪をお願いしますと記載

されております。高齢化が進み、空き家店舗

の多い若桜宿内で果たして可能なのだろうか

と疑問に思うわけであります。そこで質問し

ます。

若桜町宿内の歩道除雪については路線毎に

様々な事情はあろうかと思いますが、一例と

して町道屋堂羅１号線、国道２９号線から若

桜駅前区間と県道若桜駅から若桜停車場区間

に至るまでの区間は融雪装置の停止の場合も

あり、歩道除雪の雪を捨てる水路がない除雪

の難しい区間です。結果、除雪が行き届かず、

歩行者が車道を歩かざるを得なくなる場合が

ございます。歩行者のみならず、自動車運転

者にとっても危険な区間です。

この除雪の難しい区間において、高齢化や

除雪人材不足の現状で歩行者の安全を確保す

る方策についてのお考えをお伺いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。重ねてのご質問にお答えをいたしま

す。町道屋堂羅１号線と駅前の県道の歩道除

雪についてのお尋ねでございます。県道若桜

停車場線の若桜駅前通りには両側に歩道が設

置してありますし、また、町道屋堂羅１号線

の若桜駅から国道２９号までには、屋堂羅方

面に向かって右側の片側に歩道が設置してあ

りまして、県と町とでそれぞれ管理をしてい

るところでございます。

県道若桜停車場線につきましては、県が若

桜町観光協会と協定書を締結して歩道の除雪

を依頼されておりますけれども、町道屋堂羅

１号線につきましては歩道除雪を行っていな

いのが現状でございます。道の駅と若桜駅周

辺を往来される方もおられますし、歩行者の

安全確保は非常に大切なことでございますの

で、町道屋堂羅１号線につきましても来年度

のシーズンに向けて歩道除雪の方策を検討し

たいと考えているところでございます。

議長（川上守）

森本浩史議員。

議員（森本浩史）

上川町長は関係人口の創出で町を活性化す

るとのお考えの下、森田議員の質問にも答え

られたように、定着率 80％という高い数字を

残しておられます。

そこで、これは１つの考えですけれども、

体験版型ふるさと納税を活用して雪かき体験、

つまり外の力での簡易な雪かき支援を検討さ

れてはどうかと思いますが、お考えをお聞か

せ願えますでしょうか。

議長（川上守）

趣旨から外れていますけれども。

議員（森本浩史）

はい。わかりました。最後に、人口減少に

伴う人材不足は除雪問題でも共通の課題であ

ると考えます。自助として町内人材を活用す

るとともに、足りない部分を外部に求め、町

外在住者といかに関係性を深めていくのかも

貴重な課題と思っております。引き続き除雪

問題を重視していきたいと思っております。

最後に大変失礼いたしました。新人議員と

しての決意を表明したいのでご許可を願いた

いが、よろしいでしょうか。

議長（川上守）

そこは許可を得なくても発言してもらって

いいです。



議員（森本浩史）

はい。ありがとうございます。では、若桜

町に限らず自治体を預かるものとして地域の

実情を把握し、地球儀を俯瞰するように全体

を捉え、多様なニーズに応える政策を進める

ことは、少人口自治体にとって大変な責務だ

と思います。

課題山積の中山間地域では特徴的政策はど

うしても脚光、注目が集まり、メディアで取

り上げられます。私は執行部と対をなす議員

の一員として定住に必要な小さなこと、細々

としたこと、そして若桜に留まり続けるため

の出を防ぐ政策を、見方が変われば考えが変

わる、考えが変われば行動は変わる、行動が

変われば結果が変わるとの考えの下、公平・

公正・透明性の観点から若桜町議会基本条例

に則り、議論を重ねていきたいと思っており

ます。

町政の発展に一議員として先輩議員、歴代

議員のご指導、ご鞭撻を受け、執行部と切磋

琢磨しながら今後４年間努力してまいる所存

ですのでどうぞよろしくお願いします。以上

で私の質問は終わります。

議長（川上守）

暫時休憩します。

  午前１０時２５分  休 憩

  午前１０時４０分  再 開

議長（川上守）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

一般質問を許します。１番、山根典明議員。

議員（山根典明）

はい。改めまして１番山根典明です。ただ

いま議長のお許しをいただきましたので、通

告に従いまして初めての一般質問をさせてい

ただきます。

まず、初めに先日の選挙におきまして、町

民の皆様の温かいご支援を賜り、この歴史あ

る議場に送り出していただきました。改めて

その職責の重さに身の引き締まる思いでござ

います。お寄せいただいた１票、１票の重み

を片時も忘れることなく、町政の発展と町民

福祉の向上に全力を注いでまいる所存でござ

います。町民の困り事や未来への希望を直接

伺い、それを確かな政策としてこの議場に届

けることが新人の私に課せられた最大の使命

であると確信しております。

特に人口減少問題や地域の持続的発展に向

け、新人らしい柔軟な発想と行動力を持って

取り組んでまいります。本日はその第一歩と

してデジタル地域通貨「おにっこＰａｙ」に

ついて執行部の真摯なご見解を伺いたいと思

います。諸先輩議員の皆様並びに町長をはじ

めとする執行部の皆様に格段のご指導とご鞭

撻を賜りますよう、伏してお願い申し上げ、

質問に入らせていただきます。

本町では今月よりデジタル地域通貨「おに

っこＰａｙ」の運用が開始されました。物価

高騰が町民生活を圧迫する中、町内での消費

を促進し、経済を循環させるこの取組は町の

未来を左右する極めて重要な施策であると位

置づけられています。導入にあたっては町商

工会や加盟店５１店舗の多大なるご協力、関

係各社のご尽力に心よりお礼申し上げます。

さて、このデジタル地域通貨ですが、維持

しつづけ、成功と呼ぶためには導入初期の利

用率獲得、日常的な利用機会の創出、加盟店

拡大による使える場所の確保が運用初期の重

要課題だと考えております。なお、高齢化率

が 50％を超える本町の場合、レジタルが苦手

な人だけが社会の便利なサービスから置いて

いかれる、いわゆるデジタル格差への適切な

対応が必須と考えております。

先般、発行されました広報わかさ２月号の

町長掲載記事『頑張るトーク』の中でも、地



元消費の喚起とあわせて行政ポイントを活用

することでまちづくりにつなげることも大き

な目的、段階的に進化させていくと語られて

いましたが、今後の具体策がどこまで考えら

れているのか、スピード感のある進化なのか

不安でなりません。そこで１番目の質問に入

ります。

この「おにっこＰａｙ」が単なる決済手段

に留まらず、本町が目指す「行政ポイント」

との連動や、コミュニティの活性化を促す「助

け合いツール」として真に機能していくのか、

導入直後だからこそ見える現状の課題を伺い

ます。よろしくお願いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

山根典明議員の一般質問にお答えをいたし

ます。

「おにっこＰａｙ」が単なる決済手段に留

まらず、本町が目指す「行政ポイント」との

連動やコミュニティの活性化を促す「助け合

いのツール」として真に機能していくのか、

導入直後だからこそ見える現状の課題を伺う

というご質問でございます。

デジタル地域通貨「おにっこＰａｙ」は、

町内の加盟店のみ利用可能な、地域限定の電

子マネーポイントであり、地域内消費の活性

化や住民の地域参画の促進、企業や住民に対

する機動的な支援の実現を目的として、令和

８年３月２日からサービスを開始いたしまし

た。

導入直後の状況につきましては大きな混乱

はなく、３月１７日までの間にスタートキャ

ンペーンとして付与した３，８４６万ポイン

ト、これは町民２，５６４人掛ける１万５千

円でございますけれども、このうち、８０７

万５９４ポイントが利用されております。こ

れはスタートキャンペーンで付与した総ポイ

ントの約 21％にあたり、順調に利用が拡大し

ておりますので、引き続き動向を見守りたい

と考えております。

現在は利用者や加盟店から問い合わせがあ

れば若桜町商工会や役場の職員が個別に対応

しております。サービス開始前にチラシや広

報わかさ、ＩＰ告知端末、若桜町ホームペー

ジ等におきまして使い方や加盟店情報を周知

してまいりましたが、まだ詳細をご存じでな

い方もいらっしゃいますので、町民への普及

定着を当面の課題として取り組んでまいりた

いと考えております。

議長（川上守）

山根典明議員。

議員（山根典明）

ご丁寧な回答ありがとうございました。デ

ジタル地域通貨の成功を判断する１つの目安

として、多くの住民の登録利用が最初の大き

なハードルとされております。また、強力な

インセンチブ、付加価値ですね、行動を促す

動機などのことですが、それがある場合や行

政ポイントと密接に連携している場合では、

50％を超える高い利用率を維持できている成

功例もあります。

なぜ利用率を重視しているかと申しますと、

システムを維持するためのコストだけが重く

のしかかり、最悪の場合は事業の廃止、撤廃

などに追い込まれるリスクが検討されるから

でございます。

実例ですと、福島県会津若松市の会津コイ

ン、長野県上田市のもんというデジタル通貨

がございまして、これも本年度新聞等で廃止

する意向であると表明されています。

先ほど回答いただきました、利用率 21％と

ありましたが、本町は利用率を何％ぐらいま

で高めたいと、100％は目指すのですけれども、

希望としてはとりあえずどこまで持っていき

たいかという希望がありましたら、その目指



すところの利用率を教えていただきたいと思

います。よろしくお願いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。目指す利用率ということでございま

すけれども、やはりこの「おにっこＰａｙ」

が成功するかどうかというのは、どれだけ利

用率を高めていくか、たくさんの町民の方に

使ってもらってこそ本来の地域経済の循環と

いう目的も達成ができるわけです。これは大

きなポイントであろうというふうに考えてお

ります。

具体的な目標を設定しているわけではござ

いませんけれども、我々がこの導入の際に参

考としました鳥取県の日南町ですね、これは

我々の町と同じように高齢化率が 50％を超

える高齢化の町でございますけれども、そこ

が 90％の利用を達成しておるということで、

昨年、導入から３年間で１０億円を達成した

というような事例もございますので、そうい

った取組も参考にしながら、とにかく９割と

言わず、それ以上を目指す勢いでやっていき

たいと思っております。

先ほど 21％と申しましたのは、これはポイ

ント消化の割合といいますか、インセンチブ

で３月２日に付与したポイントの使用率とい

いますか、消費率といいますか、それが 21％

ということでございまして、何人の人が利用

したかという、これが利用率だと思うのです

けれど、これについては直近のデータがござ

いますので、そちらは政策統轄監のほうから

答弁させていただきたいと思います。

議長政策統轄監（武田詢）

政策統轄監の武田でございます。期間中に

「おにっこＰａｙ」を利用した会員数につい

てでございますけれども、１，０１７人とい

うのが３月１７日時点の数字でございます。

こちら全体の会員数からしますと、39.71％の

方が１度は「おにっこＰａｙ」をお店で使わ

れたという数字になっております。

議長（川上守）

山根典明議員。

議員（山根典明）

はい。ありがとうございます。先ほど町長

からもありました日南町の件、僕も存じてお

ります。それこそ本当に、近いところでとて

もいいモデルがあるなと思いました。

ただ、その９割近い利用率というか、その

浸透する要素というのがこの若桜に果たして

ちゃんと持ってきて実現できるのかという不

安も抱えおります。そのことについてもまた、

次の機会にでも聞いていきたいと思っており

ますのでよろしくお願いします。

そして今、政策統轄監のほうからお答えい

ただきました 39.7％の方が１回は使ったこ

とがあるというお話でしたが、先日ＩＰ告知

端末のほうでちょっと聞き捨てならないよう

な放送が流れまして、この「おにっこＰａｙ」

のカードを捨てないようにお願いします、大

事にしてくださいという放送が流れたのを耳

にいたしました。

やっぱり初期の、先ほど冒頭でも申しまし

たが、初期導入率というのが大切なのかなと

思っております。これは最初の１万５千ポイ

ントを基に皆様の起爆剤となればいいのです

が、ならなかった場合というのが、やってい

るこの施策が皆様の元に平等に届かないとい

うことでもあると考えております。ぜひ、こ

の辺もしっかりと早急に課題を追求し、改善

を求めてまいりたいと思います。

では、続きまして２番目の質問に入らせて

いただきます。それで、ただいまの普及率の

話と絡めまして若桜町ホームページにおいて、

地域内での協働やボランティア活動、行事、



イベント等への参加によりポイントを付与し

ていく方針と出されていますし、先ほど来も

町長のお話の中にも少し盛り込まれておりま

した。このことについて何か具体策または案

があればお聞かせ願いたいと思います。よろ

しくお願いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

重ねてのご質問にお答えをいたします。そ

の前に先ほどＩＰ告知端末ですかね、数日前

に流したカードを捨てないでくださいという

ことは、実は恐らくプリペイドカードのよう

に思われているんじゃないかと思うのですけ

れども、１万５千ポイントを使い終わったの

でもう捨てちゃったみたいな、そういったこ

とがあるようでございまして、それはちょっ

と我々の周知もしっかり届いてなかったとい

う反省点でもございますので、その辺りもし

っかりとＰＲをして捨てないでいただいて、

ずっとこれにポイントが付与されていく、買

い物すれば付与されるし、「行政ポイント」と

いうところも重ねて今後ＰＲしていきたいと

いうふうに考えておるところでございます。

さて、「おにっこＰａｙ」につきまして地域

内での協働やボランティア活動、行事、イベ

ント等への参加により、ポイントを付与して

いく方針を出しているが、具体策を伺うとい

うご質問でございます。

ご質問のポイント付与につきましては、令

和８年度から、各種事業において「行政ポイ

ント」として付与することを検討しておりま

す。例えば、「健康ポイント事業」におきまし

ては、各種検診の受診や健康づくりに関する

活動・教室等への参加により貯めた達成ポイ

ントを行政ポイントと交換することを予定し

ておりますし、「地域学校協働活動事業」にお

きましては、若桜学園の児童・生徒にミシン

や稲刈りなどを教えていただく地域ボランテ

ィア人材へのお礼を行政ポイントでお渡しす

る予定です。また、「かがやけ未来！子ども・

子育て応援祝金支給事業」や「敬老事業」に

おいても、住民への給付手段として行政ポイ

ントを一部活用する予定です。これらの行政

ポイントの財源につきましては、令和８年度

当初予算案として議会でご審議いただいてお

ります。

サービスがスタートしたばかりでございま

して、年度当初の段階では行政ポイントのメ

ニューはあまり多くはありませんが、町民の

皆様の利用状況等を勘案しながら、今後、行

政ポイントのメニューを充実させていきたい

と考えております。

議長（川上守）

山根典明議員。

議員（山根典明）

ありがとうございました。やはりデジタル

地域通貨の維持にはどんな時でも使ってもら

うことが必要だと思っております。先ほど来

も町長がお話されたように、利用率を加速す

るための施策というのはたくさんございます。

今、述べられたものは全国的に見てもやっぱ

り典型的なものでございます。私も同じもの

を考えておりまして、中でも具体策としては

若桜鉄道や道の駅、氷ノ山などの観光施設で

観光客、他町の人がこのカードをチャージし、

利用できれば、付加価値がある。そして、そ

の他町から来た人がお金を落としていってく

れる縛りのようなシステムができたらいいの

ではないかと思います。いち早く対応してい

ただけるよう望みます。

また、除雪作業の手伝いや一人暮らし、高

齢者の見守り、地域の掃除、防災訓練などへ

の参加などでこれまで頼みづらかったことや

共助に対し、お礼ができる仕組みを地域通貨

という形で返礼できるようにし、感謝が目に



見える形で循環するツール、返礼通貨として

のポイント運用も提案いたします。

先ほども町長もおっしゃったように、健康

維持に関しても、例えば、１日５千歩歩いた

ら何ポイント付与というように、特定健診を

受診したらポイント付与などもありましたが、

歯の維持でポイント付与など健康になれば町

内でお得にお買い物ができるという直感的な

メリットを提供することもとても大切なこと

だと思っています。

このことにつきまして予防医療への参加率

が向上、これによって長期的に町の医療財政

負担を減らす投資通貨となり得る可能性を秘

めております。開始早々から使用者にとって

のメリットをしっかりとお伝えし、まだかま

だかと待ち遠しくなるような進化を早急に望

み２番の質問を終えます。

３番目の質問に移ります。冒頭の質問でも

述べておりますが、高齢化率が 50％を超える

本町の課題として「デジタル格差」へのフォ

ローは必須であり、生活消費の大部分を占め

る高齢者の利用促進が成功の鍵であると考え

ております。

デジタル活用に不安のある高齢者やデジタ

ルが苦手な人だけが社会の便利なサービスか

ら置いていかれる冒頭に述べたいわゆる「デ

ジタル格差」が進んでいく中で、高齢者への

サポート体制をどのように考えているのか具

体策をお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。重ねてのご質問にお答えをいたしま

す。デジタル活用に不安のある高齢者やデジ

タルが苦手な人が取り残される懸念があるが、

高齢者へのサポート体制をどのように考えて

いるのかというご質問でございます。

現状の取組として周知、公報に加えて町民

の方からのお問い合わせに日々対応しており

ます。例えばスマートフォンアプリの利用が

必須だと認識されている方がいらっしゃいま

すので、専用カードのみで利用可能である旨

をお伝えしたりしております。加えて役場の

福祉部門や集落支援員、そして民生委員、児

童委員とも連携をしましてお困りの方に対応

することとしており、必要があれば役場の担

当課につないでいただく想定でございます。

今後も特に高齢者世帯、独居世帯に対して

きめ細かく対応してまいりますし、４月の自

治会長会議におきましても、改めて「おにっ

こＰａｙ」のサービスについて周知を行う予

定でございます。

なお、令和７年１２月定例会の一般質問に

おいて中尾理明議員に対する答弁でも申し上

げましたが、「おにっこＰａｙ」は専用カード

をお店のほうにお持ちいただければ、加盟店

の方のサポートもありますので、使い方は難

しくありません。多くの方にご利用いただけ

るよう引き続き周知・広報を行ってまいりま

す。

議長（川上守）

山根典明議員。

議員（山根典明）

ご答弁ありがとうございました。今回の質

問を通じデジタル地域通貨「おにっこＰａｙ」

が単なる決済手段にとどまらず、本町の経済

循環やコミュニティの活性化を担う大きな可

能性を秘めていることを改めて確認いたしま

した。少し安心できました。

一方で、導入直後の今だからこそ、先ほど

言われましたスマートフォン操作に不安を感

じる高齢者の皆様への丁寧なフォローアップ

や、そして持たない方への対応、また加盟店

の皆様の負担軽減など現場の声に寄り添った

柔軟な運用が不可欠だと考えております。

また、広報２月号の５ページにおいて、そ



の「おにっこＰａｙ」の説明が、先ほど町長

が言われましたようにありましたが、これが、

実は非常に僕でもわかりにくい内容でござい

ました。というのが、電子マネーはチャージ

ポイントが付与された日からそれぞれ３年度

の間は有効ですという言葉があったり、その

下に、１万５千円分の行政ポイントについて

は、有効期限は令和８年９月３０日までです

よと、期限や日付がたくさん欄列してありま

す。

これは、しっかり読めばわかることではあ

りますが、高齢のデジタルやカタカナが苦手

な方にとっては大変辛い内容というか、読み

にくい構成になっているかと感じました。そ

の結果が当初言われたように普及率が 39.何

パーセントでしたが、本当はもっと最初から

50％や 60％に伸びてほしいなと思う気持ち

がある中での、何でこんなに伸びてないのか

なというちょっと残念な気持ちではございま

す。

また、何よりカードをかざすだけという、

現金を使うよりはるかに簡単なはずのことで

すけれども、これがややこしく感じるという

のが多分この高齢者がなかなか使えていない

現状なのではないかと考えております。

皆様が理解しにくいのはサービスを提供す

る側があと１歩寄り添うだけの労力と全ての

町民が平等に理解できるように思いやる気持

ちが課題を解決へ導くものだと信じておりま

す。

このデジタル地域通貨という新しい道具が

若桜町の伝統ある助け合い精神と融合し、今

後の町を支える確かな基盤となるよう願い、

また執行部にはスピード感を持った次の展開

を強く要望いたしまして、私の一般質問は終

わります。ありがとうございました。

議長（川上守）

これで一般質問を終結します。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日は、これにて散会します。

  午前１１時１４分  散 会


